平成２２年度「地域新成長産業創出促進事業（新成長産業分野ＩＴ経営モデル事業
（ＩＴ導入実証事業））」に係る企画競争募集要領
平成２２年５月２５日
近畿経済産業局
地域経済部情報政策課
１．事業の目的
昨今のデフレ不況に加え、グローバルな市場競争、人口減少社会やエネルギー・環境問題等の構造的な中長期的課題に直面し、我が国の経済・社会環境は一層厳しさを増しています。
こうした国内外の情勢に地域として対応していくためには、地域の強みや特徴を最大限に活用し、地域の経済社会を牽引することが期待できる成長可能性が高い産業分野への参入や新たなビジネスの創造を促進することにより、地域の経済社会の活力を高めることが重要です。 
地域新成長産業創出促進事業は、全体として、国の成長戦略や産業政策等と協調しつつ、
地域の産業界、大学等研究機関、地方自治体、支援機関等による広範なネットワークを構
築し、新たな事業活動やイノベーションの創出につながるような先導的事業の実施を通じ
て、地域ごとに新たな成長産業群を創出することを目指しています。 

　　今般、近畿経済産業局では、近畿地域の実状を踏まえて、今後特に成長が期待される新成長産業分野として４分野を選定（※）し、これらの分野におけるイノベーションの実現、新しいビジネスの創出を図るための事業の実施を通じて、その成長を図っていくこととしました。
本事業では、新成長産業分野に関わる中小企業のＩＴ活用型新規ビジネスモデルを創出するためのＩＴ基盤技術や、新成長産業分野の発展のためのインフラ整備に資するＩＴシステム等について、実験的に導入・使用してみることにより、その問題点や改善点を評価・検証し、改良を加えることで当該基盤技術やインフラシステムの市場への投入を促進し、新しいビジネスの創出や新しい産業の成長を目指します。
※新成長産業分野とは「クリエイティブ産業」「健康長寿産業」「ＥＣＯ（環境）産業」「次世代電子技術・エネルギーシステム産業」を指します。
２．事業内容
　本事業の受託者は、事業目的に沿って以下の事業を行います。
（1） 次の２つのうち、いずれかのＩＴ基盤（既に商品化されているものを除く）について、ユーザーへの試験的導入を行うことにより、その実用性・有効性を評価・検証する。
1 新成長産業分野におけるＩＴ活用型の新規ビジネスモデルを創出するためのＩＴ基盤技術（eg.　クライアント・サーバシステムのSaaS化技術等）
2 新成長産業分野の発展のためのインフラ整備に資する基盤的ＩＴシステム（eg.地域密着型ポータルサイトを簡単に作成できる基盤的情報発信ソフト）
（２）実証を通じて、当該ＩＴ基盤の実用化に向けた技術的課題を整理し、必要に応じて改良を行う。
（３）評価委員会の設置
　　　本事業の包括的な検討、課題発見と評価、検証、改良提案等を行うため、受託者及び関係者、専門家等からなる評価委員会を設置する。
（４）事業報告書の作成
　　　事業の成果を報告書としてとりまとめる。
※事業実施後の受託者の義務
　　本件委託事業終了後、受託者は本件事業の実施により改良されたＩＴ基盤やＩＴインフラを世の中に広める努力を払う義務を負うことになります。
３．事業実施期間
委託契約締結日～平成２３年３月３１日
４．応募資格
本事業の対象となる申請者は、次の要件を満たす法人（企業・団体等）とします。なお、コンソーシアムによる申請（複数の法人による共同申請）も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出してください。（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。）
①日本に拠点を有していること。
②本事業に関する委託契約を近畿経済産業局と直接締結できる企業・団体等であること。
③本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
④本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑤予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。
⑥経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成１５・０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
５．契約の要件
（１）契約形態
委託契約
（２）採択件数
２件程度
（３）予算規模
１件につき４００万円を上限とします。なお、契約金額については、採択決定後から委託契約締結までの間に近畿経済産業局と調整した上で決定することとします。
（４）成果物の納入
事業報告書　１部及びその電子媒体（近畿経済産業局が指定するファイル形式）１部を近畿経済産業局に納入。
（５）委託金の支払時期
委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。
※事業終了前の支払い（概算払）が認められる場合は制限されていますのでご注意ください。
（６）支払額の確定方法
事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払額を確定します。
支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。
６．応募手続き
（１）募集期間
平成２２年５月２５日（火）～平成２２年６月２３日（水）１３時必着
（２）説明会の開催
開催日時：平成２２年　６月　１日（火）１０：００～１１：００
場所：大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
　　　合同庁舎第１号館　第２別館　３Ｆ
ミーティングルームＢ
（３）応募書類
①以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「平成２２年度「地域新成長産業創出促進事業（新成長産業分野ＩＴ経営モデル事業（ＩＴ導入実証事業））」申請書」と記載してください。各様式はＡ４判にて日本語で作成の上、複数枚にわたるものはページを打ち、左上をホッチキス等で１カ所とめてください。
	・申請書（様式１）＜正本1部、副本（コピー）３部＞
・企画提案書（様式２）＜正本1部、副本（コピー）３部＞
　※企画提案書に枚数の制限はありません。
・会社概要及び直近の過去１年分の財務諸表＜４部＞


②提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。
なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となりますので御了承ください。
③応募書類等の作成に要する費用は本事業の経費に含まれず、また、採否を問わず、企画提案書の作成費用は支給されません。
④企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。
（４）応募書類の提出先
応募書類は郵送・宅配便等により下記あて提出してください。
	〒５４０－８５３５　大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
近畿経済産業局地域経済部情報政策課
「平成２２年度「地域新成長産業創出促進事業（新成長産業分野ＩＴ経営モデル事業（ＩＴ導入実証事業））」担当あて


※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。
※締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、余裕をもって送付ください。
７．審査・採択について
（１）審査方法
採択にあたっては、第三者の有識者で構成される審査委員会で審査を行い決定します。なお、募集締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。また審査委員会にて事業内容のプレゼンテーションをお願いすることがあります。
（２）審査基準
以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。
①４．の応募資格を満たしているか。
②提案内容が、１．事業の目的に合致しているか。
③事業の実施方法、実施スケジュールが明確で具体的、また合理的で妥当であるか。
④事業の実施方法等に、本事業の成果を高めるための効果的な工夫がみられるか。
⑤本事業の関連分野に関する知見を有しているか。
⑥本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。
⑦コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。
（３）採択結果の決定及び通知
採否結果は、各申請者に通知するとともに、採択された申請者については、近畿経済産業局のホームページで公表します。
８．契約について
採択決定後、委託契約締結に向けて、近畿経済産業局と協議を行います。その際、事業の内容・構成・規模・金額などに提案内容から変更が生じる可能性があります。
契約書作成に当たっての条件の協議が整い、委託契約を締結した後に、事業開始となります。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますので、あらかじめ御承知おきください。
また、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
なお、委託先と再委託先が締結する契約においても、国との委託契約に準拠して契約を行っていただくことになります。
９．経費の計上
（１）経費の区分
本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。＜事業の性質に応じて、下記から適宜選択すること＞
	経費項目
	内容

	Ⅰ．人件費
	委託事業に直接従事する者の直接作業時間に対して支払う給料その他手当。

	Ⅱ．事業費
	

	①謝金
	委託事業を実施するに当たって必要となる高度な知見・ノウハウ、ネットワークを有する専門家を招聘・派遣する際に支払う謝金。

	②旅費
	委託事業を実施するに当たって、委託事業に直接従事する者及び専門家に支払う旅費、日当、宿泊費。

	③調査費
	

	○委員謝金
	調査に必要な委員会等を開催する際に委員に払う謝金。

	○委員旅費
	調査に必要な委員会等を開催する際に委員に支払う旅費、日当、宿泊費。

	○会場費
	調査に必要な委員会等を開催する際の会場借料及び会場設営費等。

	○会議費
	調査に必要な委員会を開催する際の茶菓料（お茶代）等。

	○資料情報収集費
	事業の遂行に必要な知識、情報等を得るために購入した文献、書籍等の購入、情報検索費、コピー等に必要な費用。

	○調査外注費
	委託業務の遂行に必要な調査の外注費。

	④研究会、セミナー、評価委員会等開催費
	

	○講師謝金
	研究会、セミナー、講演会、シンポジウム等を開催するに当たって講師に支払う謝金。

	○講師旅費
	研究会、セミナー、講演会、シンポジウム等（以下「研究会等」という。）を開催するに当たって講師に支払う旅費、日当、宿泊費。

	○会場費
	研究会等を開催する際の会場借料及び会場設営費等。

	○会議費
	研究会等を開催する際の茶菓料（お茶代）等。

	⑤通信運搬費
	事業を行うために必要な通信・運搬費・輸送料。

	⑥補助員人件費
	事業に直接従事する補助員（アルバイト等）に係る経費。

	⑦消耗品費
	委託業務を遂行するうえで、必要な消耗品費の購入に要する経費。

	⑧機器等借料
	事業の遂行に必要なパソコン及び周辺機器等。

	⑨印刷製本費
	事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費。

	⑩外注費
	事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものの外注に要する経費（ホームページ作成、データベース構築等に要する経費。）。

	⑪その他の経費
	事業を行うために必要な経費等、委託業務遂行上必要であり、経産局等が認めた費用。

	Ⅲ．再委託費
	（１）事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出来ないもの又は適当でないものの一部を委託するのに必要な経費。
（２）当該経費の算出に当たっては、上記Ⅰ．、Ⅱ．、Ⅳ．に定める項目に準じて行う。

	Ⅳ．一般管理費
	事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困難な経費（当該事業とその他の事業のとの切り分けが困難なもの）について、契約締結時において一定割合支払を認められる間接経費。
具体的には当該事業を行うために必要な家賃、水道光熱料、コンピュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品等、当該事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費。（これらにあっても経費の特定が可能なものは、事業費に計上すること。）


※企画提案書の記載に際しては、上記ⅠからⅣの項目は消費税及び地方消費税を除いた額で計上し、その総額に消費税及び地方消費税を乗じて得た額を記入してください。なお、免税事業者の場合は、消費税及び地方消費税欄には仕入課税額を記入してください。
（２）直接経費として計上できない経費
・建物等施設に関する経費
・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等）
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
・その他事業に関係のない経費
（３）再委託に関する注意
業務の効率性、経済性の観点から、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分について再委託・外注を行うことはできません。なお、「Ⅱ 事業費」の「外注費」及び「Ⅲ 再委託費」（即ち、履行体制図に掲載される事業者に支出する経費）の合計は、原則として総経費の１/２を超えないようにしてください。
１０．本事業に関する問い合わせ先
５４０－８５３５　大阪府大阪市中央区大手前１丁目５番４４号
近畿経済産業局地域経済部情報政策課　
ＴＥＬ：０６－６９６６－６０１５
以　上
